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差出人: higashi̲iruma̲gyousei@googlegroups.com は すぎ法務行政書士事務所 <sugi-
will@jcom.home.ne.jp> の代理

送信日時: 2020年5月12日火曜日 19:46
宛先: higashi̲iruma̲gyousei@googlegroups.com
件名: 埼玉県行政書士会東入間支部（支部員通知 令和２年度支部総会の結果について）
添付ファイル: 支部員通知 Ｒ２ 支部総会結果について .pdf; 埼玉会 定時総会開催要項 .pdf

各位

支部総務の杉本でございます。
支部総会結果について添付の通りご案内致します。

なお、本会（埼玉県行政書士会）の定時総会の開催要領につき通知がありましたので、本信に添付致しま
す。
政治連盟も同様の開催となります。
支部としては、添付文書（埼玉会定時総会開催要項）の「Ａの方法」での代表参加を予定しています。

どうぞよろしくお願い致します。

〒３５６－００５２
埼玉県ふじみ野市苗間１－１０－１１－３０３
すぎ法務行政書士事務所
特定行政書士 杉本佳久

--

このメールは Google グループのグループ「行政書士会東入間支部」に登録しているユーザーに送られ

ています。

このグループから退会し、グループからのメールの配信を停止するには

higashi_iruma_gyousei+unsubscribe@googlegroups.com にメールを送信してください。

このディスカッションをウェブ上で閲覧するには

https://groups.google.com/d/msgid/higashi_iruma_gyousei/000301d6284a%247547a990%245fd6fcb0%24%

40jcom.home.ne.jp にアクセスしてください。





令和２年５月１２日    

埼玉県行政書士会 

東入間支部員 各位                                   

埼玉県行政書士会 東入間支部  

支 部 長  前 田 淸 海   

(公印省略)                                 

 

令和２年度東入間支部定時総会の結果について 

 

冠省、 

１、日頃より、支部の運営及び諸活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、令和２年度の支部定時総会は、新型コロナウィルスの感染拡大防止のための

絶対的要件とされる密集・密閉・密接のいわゆる「三密」状態を回避し、支部員の皆

さんの生命と健康の安全確保の視点から、一堂に会する総会を止め、専用 URL と書

面を使っての決議方法を採用させていただきました。 

 これについても、支部員の皆さんの幅広いご支持を戴き、５月８日から５月１０日午

後１２時までの投票期間内に、支部員総数６６名中３５名の方の投票があり、第１号

議案・第２号議案・第３号議案ともに全員の賛成で可決されました。 

この場を借りて、役員会を代表して、心から御礼申し上げます。ありがとうございま

した。 

２、役員会では、これまでの支部活動を振り返り、総合的に総括評価し、今年度の運動

方針を、これからの支部の飛躍の第一歩にしようと、年初来会議を重ねてきました。                    

 新型コロナウィルスの感染拡大という誰もが想定しなかった事態により、総会参加者

による議案書の検討討議はできませんでしたが、多くの皆さんの共通認識を得られた

のではないかと考えています。 

  今年度は、５月中旬から「新型コロナウィルス感染症に関わる各種支援金・給付金

等の申請手続きに関する相談事業」が始まります。こうした緊急案件も含め、これか

らの１年間、頑張りたいと思います。支部員の皆さんの引き続いてのご理解ご協力を

よろしくお願いします。 

 

※ なお、投票締め切り後の１１日も、支部員の方からの総会議案書に対する投票があ

りました。 

役員会では、令和２年度の総会議決数は、５月１０日をもって集計した数字とします

が、１１日以降に出された支部員の皆さんの意思表明は、今後の支部運営に活かして

いきたいと思います。意思表明をご希望の方は、議決専用 URL は数日オープンにし

ておきますので、お寄せください。        

草々 
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